
   防府市職員リフレッシュ休暇実施要綱 

平成２０年１０月１日制定  

 （目的） 

第１条 この要綱は、職員が計画的に一定期間の連続休暇を実施することによ

り、心身のリフレッシュとゆとりある生活の実現を図り、もって士気の高揚

と組織の活性化に資することを目的とする。 

 （性格） 

第２条 この要綱に定めるリフレッシュ休暇（以下「休暇」という。）は、防府

市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則（以下「規則」という。）第

十三条別表第二第二十三号の「その他任命権者が特に必要と認める」特別休

暇とする。 

 （附与日数） 

第３条 連続する３日以内の期間 

（対象職員） 

第４条 当該年度において職員が継続１５年及び継続２５年に達する場合で任

命権者が認めた者。 

 （休暇の申請） 

第５条 休暇の請求については、規則第十九条第二項による。 

附 則 

 １ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 ２ 第４条の規定は当該年度に５５歳に達する職員で定年退職までに勤続２

５年に満たない職員についても適用する。 


